
  

第２回美深町農業委員会 

総 会 議 事 録            
                               （令和４年５月２０日） 

     午後１時３０分開会 

 

◎議事日程 

 

第１     議事録署名委員の指名について 

第２        諸般の報告(推薦委員、事務局) 

第３ 議案第１号 農地法第 18 条第 6 項の規定による農地賃貸借の解約について 

第４ 議案第２号 農業経営基盤強化促進法第 18 条の規定による農地利用集積計画の決定につ

いて 

第５ 議案第３号 農地法第 3 条の許可申請について 

第６ 議案第４号 令和 2 年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）について 

第７ 議案第５号 令和 3 年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について 

第８ その他 

 

 

◎出席委員 （10名） 

1番 菅 野 能 弘   

2番 長谷川 和 夫  

3番 佐 藤 能 將  

4番 樋 口 國 先 

5番 加 川 可名子  

6番 神 野 充 布 

7番 杉 田 文 枝 

8番 山 下 博 史 

9番 瓜 田   晃 

10番 藤 本   博 

 

 

◎農業委員会事務局 

事務局長    山崎義典   

事務局次長  中村 稔   

副主幹 村田絵美 



◎開会宣言 

 

 藤本会長 ただいまの出席委員は 10名出席です。定数に達しておりますので、ただいま

から第 2 回美深町農業委員会総会を開会します。これから本日の会議を開き

ます。本日の議事日程は、お手元に配布のとおりでございます。 

 

◎日程第１ 議事録署名委員の指名について 

 

 藤本会長 

 

 

 

 

 

 藤本会長 

＜日程第１＞議事録署名委員の指名を行います。会議規則第 18条の規定によ

り、本日の議事録署名委員に 5番加川委員、6番神野委員にご指名いたしたい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」という者あり） 

 

ご異議がないようでありますので加川委員、神野委員を議事録署名委員に決

定いたしました。 

 

◎日程第２ 諸般の報告について 

 

 藤本会長 

 

 

 

 藤本会長 

 

村田副主幹 

 

 藤本会長 

 

 村田副主幹 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日程第２＞諸般の報告を行います。委員のみなさまから報告はありますか。 

 

（「なし」という者あり） 

 

ありませんので、次に事務局より報告いたします。 

 

はい、副主幹。 

 

はい、副主幹。 

 

それでは、2ページをご覧ください。第 1回総会以降の経過報告になります。 

4 月 27 日農地最適化交付金に関するオンライン説明会がありまして山崎局

長、中村次長が出席をしています。5 月 10 日美深町地域担い手育成総合支援

協議会幹事会と新規就農等指導委員会と農業経営改善指導委員会が開催され

ましてこちらは事務局で対応しております。幹事会では令和 4 年度の定期総

会に向けた協議となります。新規就農等指導委員会では新規就農者の状況と

研修生の状況について説明がありました。農業経営改善指導委員会では 6 件

の認定農業者の再認定の申請がありましてこちらを協議しまして全て認定と

しています。11 日就農計画認定委員会が行われまして藤本会長、山崎局長、

私が出席をしています。新規就農を希望し見極め研修をしておりました○○

○の○○さん夫妻について新規就農予定者としての認定をしております。研

修受け入れは○○○○○○○○、継承先は○○○さんの農場、令和 5年 11月

の就農を目指し研修に励みます。同日農業後継者育成推進協議会幹事会が行

われまして山崎局長と中村次長が出席をしております。令和 4 年度の定期総

会と農業実習生の受け入れについての協議を行っております。12 日令和 4 年

第 2 回美深町議会臨時会が開催されまして、山崎局長、中村次長が出席をし

ております。臨時会では農業に係るものがありませんので今回は省略をさせ

ていただきます。20日本日、第 2回美深町農業委員会総会です。 

3 ページをお開きください。第 2 回総会以降の予定です。5 月 26 日美深町

就農計画認定委員会が開催されます。藤本会長、山崎局長、私が出席の予定で

す。6 月 1 日に就農予定しております○○○地区の○○夫妻の新規就農者の

認定と○○営農集団で見極め研修を行っております○○夫妻について新規就

農予定者の認定を予定いています。同日、美深町地域担い手育成総合支援協



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 藤本会長 

 

 

 

 

 藤本会長 

議会定期総会と美深町農業後継者育成推進協議会定期総会が開催されます。

こちらは藤本会長と事務局で対応します。31 日から 6月 1日、令和 4 年度全

国農業委員会会長大会及び上川地方農業委員会連合会都府県農業事情視察研

修が東京都で行われます。藤本会長が出席いたします。15日から 17日令和 4

年美深町議会第 2 回定例会が開催されます。藤本会長、山崎局長、中村次長

が出席の予定です。第 3回農業委員会総会ですが、6 月 25 日は土曜日になり

ますのでその前日の 6月 24日に開催したいと思いますがいかがでしょうか。 

それでは、第 3回農業員会総会は 6月 24日開催します。それと 7月の日程に

なりますが、7 月 6 日から 7 日で令和 4 年度北部上川農業委員会協議会道内

研修報告が長沼町と当別町で開催の予定です。藤本会長と瓜田代理と事務局

で対応となっておりますのでこれから周知させていただきます。説明は以上

です。 

 

ただいまの報告につきまして、ご質疑等があれば受け賜ります。 

ありませんか。 

 

（「なし」という者あり） 

 

なければ次に進みます。 

 

◎日程第３ 議案第１号 

 

藤本会長 

 

 

 村田副主幹 

 

藤本会長 

 

 村田副主幹 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 藤本会長 

 

 

  

藤本会長 

 

 

 

 

藤本会長 

 

 

＜日程第３＞議案第 1号農地法第 18条第 6項の規定による農地賃貸借の解約

についてを議題に供します。事務局より説明いたします。 

 

はい、副主幹。 

 

はい、副主幹。 

 

それでは、4 ページをご覧ください。議案第 1 号農地法第 18 条第 6項の規定

による農地賃貸借の解約について、農地法第 18条第 6項の規定による農地賃

貸借の合意解約について、貸主、借主より通知がありましたので審議願いま

す。 

整理番号１番、貸主、字○○△△△番地 ○○○○○さん、借主、字○○△△

番地 ○○○さん、土地の表示、美深町字○○△△△番△、地目、公簿畑、現

況畑、面積△,△△△㎡、外△筆、合計△△筆、合計面積△△,△△△㎡です。

賃貸借の期間は平成 27年 5月 27日から令和 7年 5月 26日まで、合意による

解約年月日は令和 4 年 5 月 15 日、土地の引渡期日は令和 4 年 5 月 15 日とな

ります。貸主の申し入れによる合意解約でして、農地を売買するため解約と

なります。合意解約から土地の引渡期日まで 6 か月以内なので、合意解約は

成立していると考えられます。説明以上です。 

 

議案第 1号について審議を願います。 

ご質疑、ご意見を賜ります。 

ありませんか。 

 

ご質疑等が内容でありますので、原案のとおり決定することに賛成の方の挙

手を求めます。 

 

（全員の挙手あり） 

 

全員賛成です。 

よって、議案第 1 号農地賃貸借の解約については、原案のとおり可決されま

した。 



◎日程第４ 議案第２号 

 

藤本会長 

 

 

村田副主幹 

  

 藤本会長 

 

村田副主幹 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日程第４＞議案第 2 号農用地利用集積計画の決定についてを議題に供しま

す。事務局より説明いたします。 

 

はい、副主幹。 

 

はい、副主幹。 

 

5 ページをお開きください。議案第 2号農業経営基盤強化促進法第 18 条の規

定による農用地利用集積計画の決定について、農業経営基盤強化促進法第 18

条規定により、美深町長より決定を求められた令和 4 年第 2 号農用地利用集

積計画について審議を求めます。 

整理番号 14番、貸主、○○町○○○△丁目△△△-△△-△ ○○○○○さん

他△名、借主、字○○△△△番地 ○○○○さん、土地の所在、美深町字○○

△△△番△、地目、公簿田、現況畑、面積△△,△△△㎡、外△筆、合計△筆、

合計面積△△,△△△㎡の賃貸借です。期間は令和 4 年 5 月 20 日から令和 9

年 5月 19日、小作料は反当り△,△△△円、年額△△,△△△円。賃貸借継続

です。今回貸主が変更になりまして同じ共同名義人となっております○○○

○○さんから○○さんに代わりました。代表となる貸主は代わりましたが、

共同名義のためこちらの案件につきましては賃貸継続としております。 

整理番号 15番、貸主、字○○○△△番地△ ○○○○さん、借主、字○○○

△△△番地 ○○○○さん、土地の所在、美深町字○○○△△番△△、地目、

公簿畑、現況畑、面積△,△△△㎡の賃貸借です。期間は令和 4 年 5 月 23 日

から令和 5 年 11 月 26 日、小作料は反当り△,△△△円、年額△,△△△円で

す。賃貸新規の案件となります。こちらの農地につきましては、今年 1 月の

第 9 回総会で売買をされた土地となります。借主が隣接する農地とともに耕

作をする予定です。参考資料を用意していますので 1ページをご覧ください。

場所は○○○○○○○○○○の裏手となります。近隣の農地の△△－△と△

△－△△と△△－△△と△△－△△が借主が賃貸している農地ですので今回

と合わせて耕作することとなります。 

続きまして議案に戻ります。6 ページをご覧ください。整理番号 16 番、譲渡

人、字○○△△△番地 ○○○さん、譲受人、字○△△番地 ○○○○○さ

ん、土地の所在、美深町字○△△番△、地目、公簿畑、現況畑、面積△△,△

△△㎡、外△筆、合計△筆、合計面積△△,△△△㎡の所有権移転、売買です。

所有権の移転時期は令和 4 年 5 月 23 日、対価の支払期限は令和 4 年 6 月 29

日、土地の引渡し時期は対価の支払日です。価格は反当り、△△,△△△円、

価格総額は端数を調整しまして△,△△△,△△△円、売買の案件です。別紙

参考資料 2 ページをご覧ください。場所ですが○○○○○○から北に向かい

まして国道 40号から○○○○○○へ道路の側にあります。農地△筆を今回売

買することとなります。 

また議案に戻ります。整理番号 17番、譲渡人、字○○△△△番地 ○○○○

○さん、譲受人、○△条○△丁目△△番地△ ○○○○○○○○ ○○○○

○ ○○○○○さん、土地の所在、美深町字○○△△△番△、地目、公簿畑、

現況畑、面積△,△△△㎡、外△筆、合計△△筆、合計面積△△,△△△㎡の所

有権移転、売買です。所有権の移転時期は令和 4年 5月 23日、対価の支払期

限は令和 4年 5月 31日、土地の引渡し時期は対価の支払日です。価格は反当

り△△,△△△円、価格総額は△,△△△,△△△円、売買の案件です。価格で

すけれど、農地の状況を見ますと排水の状況が悪かったり形状が悪かったり

と改良等をしなければならない状況もあることからこちらを勘案しまして決

めているということです。別紙参考資料 3 ページをご覧ください。場所は○

○から○○へ抜ける道路沿いになります。△△△-△は真ん中に家が建ってい

るように見えるのですけれども、こちらが宅地でして現在は住宅等はありま

せん。住居の周りの農地と山に沿った山際にある農地△△△-△の一部の農地



 

 

 

 藤本会長 

 

 藤本会長 

 

 

 

 

 藤本会長 

の状況が悪いためこちらを考慮しての価格の設定となっております。説明は

以上です。 

 

議案第 2号について審議願います。ご質疑、ご意見を賜ります。 

 

（「なし」という者あり） 

 

ご質疑等がないようでありますので、原案のとおり決定することに賛成の方

の挙手を求めます。 

 

（全員の挙手あり） 

 

全員賛成です。 

 

よって、議案第 2 号農用地利用集積計画の決定については、原案のとおり可

決されました。 

 

◎日程第５ 議案第３号 

 

 藤本会長 

 

 

 村田副主幹 

 

 藤本会長 

 

 村田副主幹 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日程第５＞議案第 3号令和 3年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・

評価（案）についてを議題に供します。事務局より説明願います。 

 

はい、副主幹。 

 

はい、副主幹。 

 

それでは 7ページをお開きください。 

議案第 3 号令和 3 年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）

について、「農業委員会の適正な事務実施について」で策定を求められた令和

3年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）の可否について、

審議を求めます。1 点検・評価（案）、令和 3年度の目標及びその達成に向け

た活動の点検・評価（案）は 8ページからになります。2 公表の方法、町及

び一般社団法人全国農業会議所ホームページに掲載を予定しています。 

それでは点検・評価（案）ですが、8ページから読み上げさせていただきまし

て提案いたします。令和 3 年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評

価、Ⅰ農業委員会の状況については、令和 4年 3月 31日現在となります。１ 

農業の概要。耕地面積につきましては、耕地及び作付面積統計における耕地

面積を記入しております。経営面積は、農林業センサスに基づいて記入して

おります。遊休農地面積、こちらにつきましては美深町今ありませんので、0

ということになっております。農地台帳面積は、農業委員会の農家台帳から

農地の面積を算出しております。続いて下の表になります。農家数と農業者

数につきましては、農林業センサスに基づいて記入をさせていただいており

ます。横の経営数ですけれども、こちら認定農業者数になりますが、こちら農

業委員会調べということで人数を確認しております。2 農業委員会の現在の

体制ですが、新制度に基づく農業委員会の委員の定数は 10 人実数も 10 人、

内訳としましては以下の通りです。任期満了人月日は令和 5年 7月 19日とな

ります。 

続きまして 9 ページをお開きください。Ⅱ 担い手への農地の利用集積・集

約化です。1 現状及び課題、管内の農地面積 5,010ha、これまでの集積面積

4,279.05ha、集積率 85.41％になります。課題は担い手に集積を進め集積率は

微増したが、個々の経営面積が増加し規模拡大に限界が生じている状況であ

る。地域農業を支える新たな担い手の育成、確保が求められるです。2 令和

3年度の目標及び実績、集積目標は 4,309ha、集積実績 4, 279.05ha、うち新

規実績はありません。達成状況は 99.3％です。3 目標の達成に向けた活動、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動計画につきましては、通年、円滑な権利設定・移転ができるよう農業経営

基盤強化促進法に基づく集積等を推進する。活動実績は、営農集団内の担い

手へ農業経営基盤強化促進法に基づく集積を図り、担い手への集積を促進し

た。4 目標及び活動に対する評価です。目標に対する評価は、担い手の規模

拡大の意向について関係機関と連携した取り組みの中で把握することが必要

である。活動に対する評価は、担い手への利用集積が可能な農地の把握を行

い、利用集積に向けた活動につなげることができた。10 ページになります。

Ⅲ 新たに農業経営を営もうとする者の参入促進、1現状及び課題、新規参入

の状況は、平成 30年度、令和元年度については、参入者数は 0ということで、

農地面積も 0 となっています。令和 2 年度は新規参入者 2 経営体ということ

で○○地区の○○さんと○○地区の○○さんになります。取得した農地面積

25.5ha となっております。課題としまして、営農技術の取得、資金面等含め

て安定した経営までには 5年以上の年数がかかるです。2 令和 3年度の目標

及び実績は、参入目標は 1 経営体としておりましたが、参入実績なしという

ことで 0経営体、参入目標面積も 15haとしていましたが参入がありませんの

でこちらも 0ha となっております。達成状況は 0％となっております。3 目

標の達成に向けた活動ですが、活動計画、通年、関係機関と連携して新規就農

に向けた相談等に応じる。活動実績は、新規参入者の相談は数件あったが就

農には至らなかった。農業実習希望者は、新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため受入れ活動を中止した。4 目標及び活動に対する評価。目標に対す

る評価は、新規就農予定者について、関係機関と連携を図り達成できた。活動

に対する評価は、今年度は、新規就農者の実績は 0 件だが、新規就農者及び

次年度以降に新規就農予定者に対して、就農に向け関係機関と連携を図った

です。11 ページをお開きください。Ⅳ 遊休農地に関する措置に関する評価

です。1 現状及び課題です。管内の農地面積は 5,010ha遊休農地は 0という

ことで割合は 0％です。課題は、農業従事者の減少や離農等により、農地の有

効利用が難しくなってくることが予想され、新たな遊休農地を発生させない

ためにも啓発活動を行う。2 令和 3年度の目標及び実績は、遊休農地があり

ませんので 0 としております。3 2 の目標達成に向けた活動ですが、活動計

画は、農地利用状況調査は、調査員数 10人で行いまして、実施時期を 8月か

ら 9 月、結果とりまとめが 10 月から 11 月、調査方法は、町農務課と農業委

員による農地利用調査を実施する。農地の利用意向調査の実施時期は 12月か

ら 1 月という計画となっています。活動実績ですが、農地利用状況調査は、

調査委員は農業委員 10人で 8月に行いまして、結果の取りまとめも 8月から

9月に行っております。農地の利用意向調査については、該当がありませんで

した。4 目標及び活動に対する評価は、目標に対する評価は目標を達成する

ことができた。活動に対する評価は活動計画通りに実施でき農地の状況を確

認したです。12ページになります。Ⅴ 違反転用への適正な対応です。1 現

状及び課題ですが、管内の農地面積は 5,010ha、違反転用は確認しておりませ

んので 0 となっております。課題としましては、現在、把握している違反転

用はないが、今後も未然防止のための啓発活動が必要である。2 令和 3年度

実績です。実績もありませんでしたので 0となっております。3 活動計画・

実績及び評価です。活動計画は、農業委員による違反転用に対する日常の監

視を強化する。農地法第 30条に基づく農地利用状況調査時に転用調査を徹底

する。活動実績につきましては、農業委員による委員転用に対する日常の監

視を行った。8月に農地利用状況調査を実施し、同時に違反転用の調査を行っ

た。活動に対する評価は、農業委員による日常の監視等が早期対応、解決につ

ながるものである。13 ページをお開きください。Ⅵ 農地法等によりその権

限に属された事務に関する点検です。１ 農地法第 3 条に基づく許可事務で

す。1年間の処理件数は 4件、うち許可 4件で、不許可はありません。点検項

目につきましては、各項目の是正措置はすべてなしということで、実施状況

のみ読み上げさせていただきます。事実関係の確認の実施状況ですが、事務

局で申請書類の確認を行い、必要に応じて農業委員及び事務局職員で聞き取

り調査、現地調査を実施している。総会等での審議につきましては、事務局が

申請内容を説明している、事案ごとに判断基準により適合の可否の審議をし
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ている。申請者への審議結果の通知については、申請者へ総会等での指摘や

許可条件を説明した件数 4 件、不許可処分の理由の詳細を説明した件数はあ

りません。審議結果等の公表ですが、議事録に記載のうえ公表している。処理

期間ですが、標準処理期間は申請書受理から 30 日、平均処理期間も 30 日と

なっております。2 農地転用に関する事務ですが、1 年間の処理件数は 4 件

となっております。こちらにつきましても各項目の是正措置はなしというこ

とで実施状況のみ読み上げさせていただきます。事実関係の確認の実施状況

ですが、事務局で申請書類の確認を行い必要に応じて農業委員及び事務局職

員で聞き取り調査、現地調査を実施している。総会等での審議につきまして

は、事務局が申請内容を説明している、事案ごとに判断基準により適合の可

否の審議をしている。審議結果等の公表ですが、議事録に記載のうえ公表し

ている。処理期間ですが、標準処理期間は申請書受理から 40日、平均処理期

間も 40日となっております。続きまして 14ページになります。3 農地所有

的各法人からの報告への対応です。農地所有適格化法人からの報告について、

管内の農地所有適格各法人数が 14法人法人となっております。うち報告書提

出農地所有適格化法人は 11法人、その内 3法人ですが、こちらにつきまして

は、法人設立 1 年未満のため決算時期未到来の法人ですので令和 3 年につき

ましては提出いただいておりません。次の農地所有適格化法人の状況につい

てですが、勧告した農地所有適格化法人数については 0 法人となっておりま

す。4 情報の提供等です。こちらにつきましても各項目の是正措置はなしと

いうことで実施状況のみ読み上げさせていただきます。賃貸借情報の調査・

提供、調査対象賃貸借件数は 20件、こちらは公表時期は令和 4年 1月、情報

の提供方法はホームページで公表です。農地の権利移動等の状況把握につき

ましては、調査対象権利移動等件数 46件、取りまとめの時期は令和 4年 3月、

情報の提供方法は農地の権利移動賃借等の調査を行った、となります。農地

台帳の整備、整備対象農地面積は 5,010ha、データ更新は総会終了後、逐次更

新しております。公表はフェーズ 2にて公表しております。それでは 15ペー

ジをお開きください。Ⅶ 地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容

です。農地利用最適化等に関する事務については、要望意見等は特にありま

せんでした。農地法等によりその権限に属された事務についても、要望意見

等は特にありませんでした。Ⅷ 事務の実施状況の公表です。1 総会等の議

事録の公表は、ホームページに公表している。2 農地等利用最適施策の改善

についての意見の提出、こちらは意見の提出件数 1 件、提出先及び提出した

意見の概要につきましては、提出先は美深町となります。概要ですが、1安定

した農業経営の確立について、2 担い手の育成・確保と支援対策について、3

鳥獣被害対策についてを提出しています。3活動計画の点検・評価の公表はホ

ームページに公表している。説明は以上です。 

 

議案第 3号について審議願います。 

ご質疑、ご意見を賜ります。 

 

（「なし」という者あり） 

 

ご質疑等がないようでありますので、議案第 3 号について、原案のとおり決

定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（全員の挙手あり） 

 

全員賛成です。 

よって、議案第 3 号令和 3 年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評

価（案）については、原案のとおり可決決定されました。 

 

 

 



◎日程第６ 議案第４号 

 

 藤本会長 

 

 

 村田副主幹 

 

 藤本会長 

 

 村田副主幹 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日程第６＞議案第 4 号令和 4 年度最適化活動の目標の設定等（案）につい

てを議題に供します。事務局より説明いたします。 

 

はい、副主幹。 

 

はい、副主幹。 

 

16ページをご覧ください。 

議案第 4号令和 4年度最適化活動の目標の設定等（案）について、「農業委員

会による最適化活動推進等について」で策定を求められた令和 4 年度最適化

活動の目標の設定等（案）を次のとおり策定することの可否について審議を

求めます。1 活動計画（案）、こちらにつきましては次ページ 17ページから

になります。2 公表の方法、町及び一般社団法人全国農業会議所ホームペー

ジに掲載をいたします。今年度から名称と一部内容が変更となりまして別紙

の様式となっておりますのでご覧ください。では 17 ページをお開きくださ

い。読み上げて提案させていただきます。 

令和 4 年度最適化活動の目標の設定等、Ⅰ農業委員会の状況ですが、こちら

は令和 4年 4月 1日現在となります。1農業委員会の現在の体制は、委嘱年月

日は令和 2 年 7 月 20 日から任期満了人月日は、令和 5 年 7 月 19 日までとな

っております。農業委員数ですが、定数が 10実数 10、内訳は以下の通りとな

っております。農地利用最適化推進委員につきましては、こちらの方は委嘱

しておりませんのでなしとさせていただいております。2 農家・農地等の概

要です。総農家数と農業経営体数数につきましては、農林業センサス又は農

業構造動態調査に基づいて記入しております。次の農業者数につきましては、

同じように農林業センサス又は農業構造動態調査に基づいて記入しておりま

す。次の認定農業者の関係ですけれども、こちらにつきましては農業委員会

で調べまして掲載しております。耕地面積ですが、こちらは耕地及び作付面

積統計に基づいて記入しております。18 ページをご覧ください。Ⅱ 最適化

活動の目標です。1 最適化活動の成果目標(1)農地の集積①現状及び課題。

現状ですけども、管内の農地面積 5,010ha、これまでの集積面積は 4,279.05ha、

集積率は 85.41％。課題は、認定農業者へ集積を促進しているが、個々の経営

面積が増加し規模拡大が頭打ちになりつつある。そのため集積率は大幅に伸

びていない。地域農業を支える新たな担い手の育成、確保し集積促進が求め

られる。②目標ですが、農地の集積の目標年度は令和 4 年度 1 年としており

ます。今年度の新規集積面積は 21ha、今年度末の集積面積の累計は 4,300ha、

集積率は 85.83％、農地面積は 5,010ha、今年度末の集積率は 85.83％として

おります。昨年が 85.41％ですので、現状維持を目指すような目標としており

ます。(2)遊休農地の解消です。①現状及び課題、遊休農地につきましては美

深町では現在ありませんので 0 としております。課題ですが、農業従事者の

減少や高齢化に伴う離農者等による農地を手放す農業者の増加が想定される

が、遊休農地を発生させないために地域での事前協議が農地の有効利用を図

る上で重要になってくるです。②目標、ア 既存遊休農地の解消、こちらにつ

きましても 0ha ですので全て 0 と入れさせております。次、19 ページをご覧

ください。(3)新規参入の促進です。①現状及び課題、現状ですが新規参入者

につきましては、令和元年度は 0経営体、令和 2年度は 2経営体で 25.5ha、

令和 3 年度は 0 経営体となっております。課題ですが、新規参入するまで、

就農者が希望する同じ営農経営体で研修を積み、十分な技術を身につける体

制を整えている。しかし就農後は、研修中に予測できないことが発生し、安定

した経営までには 5 年以上の年数がかかる。営農技術、資金面等を含め、地

域や農業関係機関の連携やサポートが欠かせない。②目標、権利移動面積で

すが、平成 28 年度は 445.99ha、平成 29 年度は 228.84ha、平成 30 年度は

339.83ha、平均が 338.22haとなっております。新規参入者への貸付等につい
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て農地所有者の同意を得た上で公表する農地面積は 11.7haとなっています。

これにつきましては今回岩本さんが経営継承を受けて経営する面積となって

おります。2 最適化活動の活動目標です。(1)推進委員等が最適化活動を行う

日数目標、推進委員等となっておりますので、美深では農業委員の皆さんの

活動日数が含まれることになります。一人当たりの活動日数は月 3 日、最適

化活動を行う農業委員の人数は 10 人、推進委員はいませんので 0 です。(2)

活動強化と月間の設定目標です。活動強化月間の設定回数を 3 回としており

ます。取組時期は、8月には農地の集積と遊休農地の解消、こちらは農地情報

アプリを活用し、農用地利用状況調査を実施する、遊休農地発生防止を図る

となります。11 月は同じく農地の集積と遊休農地の解消になります。賃貸契

約の更新時期のため貸し手借り手の情報を地域で共有し担い手への集積を図

るです。3月は新規参入の促進を取り組みます。北海道新規就農者フェア等に

参加し新規参入促進を図るとしております。(3)新規参入相談会への参加目標

です。新規参入相談会への参加回数は 1 回。開催時期は未定となっておりま

すが参加者数は 1 人、相談会名は新規就農相談会とさせていただきます。開

催場所は札幌市を予定しております。相談会の内容につきましては、北海道

農業公社及び北海道等が主催する新規就農相談会への参加です。説明は以上

です。 

 

議案第 4号について審議願います。 

ご質疑、ご意見を賜ります。 

 

（「なし」という者あり） 

 

ご質疑等がないようでありますので、議案第 4 号について、原案のとおり決

定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（全員の挙手あり） 

 

全員賛成です。 

よって、議案第 4号令和 4年度最適化活動の目標の設定等（案）については、

原案のとおり可決決定されました。 

 

◎日程第７ その他 

 

 藤本会長 

 

 藤本会長 

 

 村田副主幹 

 

 藤本会長 

 

 村田副主幹 

＜日程第８＞委員もみなさまから何かありませんか。 

 

事務局から何かありませんか。 

 

はい、副主幹。 

 

はい、副主幹。 

 

6 月からクールビズが例年どおり始まりますので、次の総会からノーネクタ

イ、暑ければ上着等脱いでいただいて構いませんのでよろしくお願いします。 

 

◎閉会宣言 

 

 藤本会長 以上をもちまして、一切の案件の審議を終了いたしました。第 2 回美深町農

業委員会総会を終了いたします。 

大変お疲れさまでした。 

※終了 午後２時１５分 



美深町農業委員会会議規則第１９条第２項により署名する。  

 

 

 

議 長  会 長       ㊞ 
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